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年
金
・
下
水
道
ほ
か

公
共
下
水
道
へ
の
接
続

　
　
合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
の
お
願
い

■
国
民
年
金
保
険
料
に
免
除

期
間
・
納
付
猶
予
期
間
が
あ

る
方
へ

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免

除
、
納
付
猶
予
、
学
生
納
付

特
例
の
承
認
を
受
け
た
期
間

が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を
全

額
納
め
た
方
と
比
べ
、
老
齢

基
礎
年
金
（
65
歳
か
ら
受
け

ら
れ
る
年
金
）
の
受
け
取
り

額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

将
来
受
け
取
る
老
齢
基

礎
年
金
を
増
額
す
る
た
め

に
、
免
除
な
ど
の
承
認
を
受

け
た
期
間
の
保
険
料
に
つ
い

て
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば

遡
っ
て
納
め
る
（
追
納
）
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
免
除
な
ど
の
承

認
を
受
け
ら
れ
た
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度

目
以
降
の
追
納
の
場
合
、
当

時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加

算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
「
ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０

（
０
０
３
）
０
０
４
）
」
ま
た

は
、
「
青
梅
年
金
事
務
所
☎

30
‐
３
４
１
０
」
へ
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
年
金
相
談
・
お
手
続
き
の

際
は
、
予
約
相
談
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
年

金
の
相
談
や
請
求
手
続
き
に

つ
い
て
「
事
前
予
約
」
を
行
っ

て
い
ま
す
。
お
待
た
せ
時
間

の
少
な
い
「
予
約
相
談
」
を

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
予
約
専
用
受
付
電
話

☎
０
５
７
０
（
０
５
）

　
　
　
　
　
　
　

４
８
９
０

○
受
付
時
間

・
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分
（
土
日
祝
日
お
よ
び

年
末
年
始
を
除
く
）

◆
予
約
相
談
希
望
日
の
１
か

月
前
か
ら
前
日
ま
で
受
付
し

て
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
、
予
約
の
際

は
、
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か

る
年
金
手
帳
や
年
金
証
書
を

ご
用
意
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年

金
事
務
所
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課　

☎
83
‐
２
１
８
２

ア
ダ
プ
ト
制
度
に

　
参
加
し
ま
せ
ん
か

（
美
化
・
清
掃
な
ど
の
活
動
）

　

町
で
は
、
環
境
美
化
に
対

す
る
町
民
意
識
の
向
上
と
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
町

民
の
み
な
さ
ん
が
道
路
、
水

路
な
ど
の
里
親
と
な
り
、
責

任
を
も
っ
て
美
化
活
動
な
ど

を
行
い
、
こ
れ
を
町
が
支
援

す
る
「
公
共
施
設
ア
ダ
プ
ト

制
度
」
を
実
施
し
て
お
り
、

清
掃
用
具
の
貸
し
出
し
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
に
参
加
し
て
い

た
だ
け
る
団
体
を
募
集
し
ま

す
。

〔
対
象
〕

①
町
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
方
で
構
成
さ
れ
て
い
る
団

体②
公
共
施
設
の
一
定
区
域
に

お
い
て
１
年
以
上
の
期
間
を

通
じ
美
化
、
清
掃
な
ど
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

※
問
い
合
わ
せ
は
、
環
境
整

備
課　
　

☎
83-

２
３
６
７

年
金
の
お
知
ら
せ

　

町
の
全
区
域
の
公
共
下
水

道
は
、
供
用
開
始
後
３
年
以

内
に
、
宅
地
内
の
便
所
、
風

呂
、
台
所
な
ど
か
ら
公
共
下

水
ま
す
ま
で
の
排
水
設
備
を

自
己
負
担
で
接
続
す
る
必
要

が
あ
り
、
浄
化
槽
の
廃
止
や

水
洗
便
所
な
ど
へ
の
改
修
を

お
願
い
し
て
き
ま
し
た
が
、

平
成
28
年
度
の
供
用
開
始
後

３
年
を
過
ぎ
た
た
め
、
今
後

は
く
み
取
り
手
数
料
が
有
料

　

東
京
都
下
水
道
局
で
は
、

雨
期
に
な
る
６
月
を
「
浸
水

対
策
強
化
月
間
」
と
定
め
、

地
域
の
み
な
さ
ん
に
浸
水
の

備
え
を
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
道
路
の
雨
水
ま
す
や
側

溝
が
ふ
さ
が
っ
て
い
る
と
、

雨
水
が
雨
水
管
に
流
れ
込
ま

ず
、
浸
水
の
危
険
性
が
高
ま

り
ま
す
の
で
、
ゴ
ミ
を
入
れ

た
り
、
上
に
物
を
置
か
な
い

と
な
り
、
排
水
設
備
工
事
の

助
成
制
度
な
ど
も
受
け
ら
れ

な
く
な
り
ま
し
た
の
で
ご
留

意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
一
部
の
地
域
の
み

な
さ
ん
は
、
浄
化
槽
区
域
と

し
て
町
管
理
型
合
併
処
理
浄

化
槽
へ
の
転
換
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
環
境
整

備
課　
　

☎
83
‐
２
３
６
７

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
東
京
の
雨
が
一
目

で
わ
か
る
「
東
京
ア
メ
ッ

シ
ュ
」
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
公
開
し
て
い
ま
す
。
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※
問
い
合
わ
せ
は
、
東
京
都

下
水
道
局
流
域
下
水
道
本
部

☎
０
４
２
（
５
２
７
）

　
　
　
　
　
　
　

４
８
２
８

『
浸
水
へ
の
備
え
』
を
お
願
い
し
ま
す
！


